
変
更
日

令
和
八
年
七
月
二
十
一

日

指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地

変
更
後

東
京
都
港
区
北
青
山
二
丁
目
十
四
番
四
号

変
更
前

東
京
都
品
川
区
上
大
崎
三
丁
目
一

番
一

号

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
バ
ン
ク

令
和
八
年
六
月
十
五
日

r

文
京
区
告
示
第

0

号

ー

文

京

区

長

成

澤

廣

指
定
納
付
受
託
者
の
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二

年
法
律
第
六
十
七
号）

第
二
百
三
十
一

条
の
二
の
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き、

指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の

所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ

た
の
で、

同
条
第
四
項
及
び
文
京
区
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
文
京
区
規
則
第
九
号）

第
四

十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り、

次
の
と
お
り
告
示
す
る。

＂

 

噸


